
くらしの魅力創出事業費補助金における消費税の取扱い

消費税「抜き」額で申請すること

【例】
税込み11,000円（本体10,000円＋消費税1,000円）のチケット
●大 人：本体10,000円の50％までの割引可能 ☞ 5,000円の補助を受ける場合、5,000円×1.1＝5,500円で販売
●子ども：本体10,000円の100％の割引可能      ☞ 購入者の消費がないため、消費税発生なし

【例】
税込み10,000円のチケットの場合、10,000円×100/110＝9,091円を本体価格として計算する。
●大 人：本体9,091円の50％までの割引可能 ☞ 4,545円の補助を受ける場合、4,545円×1.1＝5,000円で販売
●子ども：本体9,091円の100％の割引可能      ☞ 購入者の消費がないため、消費税発生なし
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大人料金割引率
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補助金申請単価
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補助金席販売価格
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入力 (A)/1.1 (A)-(B) (B)×1.1 入力 (D)＝(B)×(C)
(B-D)×1.1
＝A×Cと一致

0 0 0.00 0 0

参考 10,000 9091 909 10,000.10 50% 4545 5000

※御社のルールに従ってください

補助金申請単価を計算しやすくするための参考資料として作成しております。黄色セルを入力してご利用ください。
端数処理等に関しては、御社のルールに従ってください。
補助申請単価（D）は、端数も含め、税抜き価格（B）の50％以上とならないように注意してください。
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